
【口座振替申請書[特別口座のご記入方法]】

特別口座 口座管理機関　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社あて

　私名義の特別口座の保有欄に記載または記録されている上記銘柄の振替株式について、
下記振替先口座の保有欄への口座振替を申請いたします。

ご連絡先電話番号　●●● ― ●●●● ― ●●●●

（フリガナ） ダイコウ　　タロウ

１．振替株式数（※数字でご記入ください。）

２．振替先の口座明細（※お取引の証券会社等にご確認のうえ、正確にご記入ください。）

（社用欄）

共9505　A4　'22.5　DB（1年※）

　　株式会社▲▲▲▲

東京都府中市日鋼町１－１

　　　　　　　　　代　行　　　太　郎

口座振替申請書　［特別口座］

 会 社 名
 ●●●●年●●月 ●●日

住所

〒 ●●● － ●●●●

氏名・
法人名

特別口座のお届出印 

社用欄 0 0 2 8 8 6 0

※株式数について

   特別口座でご所有の株式全株の振替をご希望で、

   株式数がご不明な場合は、株式数欄に「全株」と

   ご記入ください。ご記入がない場合はご返却させ

   ていただきます。

株式数 ●●　 株

証券会社等の名称 　　▲▲▲▲証券株式会社

部支店名 　　▲▲支店

加入者名 　特別口座名義人と同じ

機構加入者コード ● ● ● ● ● ● ● ※機構加入者コードは、「ゼロ」を含む7桁すべてを数字でご記入ください。

加入者口座コード ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※加入者口座コードは、「ゼロ」を含む21桁すべてを数字でご記入ください。

【ご注意】
 １．特別口座から一般口座への振替の申請は、振替先の口座の名義と、特別口座の名義が同一の場合
 　　にのみお取扱いが可能です。改姓名、商号変更等で名義が相違する場合、あわせて変更手続きが
 　　必要です。 
 ２．口座振替は申請を受付けてから振替先の口座に振替られるまで、所定の日数がかかります。
  　  また、口座振替日のご指定はできません。
　 　なお、変更手続き同時の場合は更に日数を要しますのでご了承ください。
 ３．振替の対象となる株式数は、特別口座に記載または記録された株式数の範囲内でご記入ください。
 ４．加入者口座コード等の振替先の口座明細は、内容が相違しますと口座振替の手続きができません
 　　ので、お取引の証券会社等にご確認のうえ正確にご記入ください。
 ５．一般口座をお持ちでない場合は、新たに証券会社等に一般口座を開設していただく必要がありま
 　　す。一般口座の開設に関するお手続き方法は、直接証券会社等へお問い合せください。
 　   なお、新たに開設した一般口座は、証券会社等から株式会社証券保管振替機構に登録されません
 　　と、口座振替の手続きができませんので、お取引の証券会社等へ「特別口座からの口座振替申請
 　　を行う」旨をお申し出ください。

検印 係印 印鑑照合

担当課使用欄 取次店使用欄

再鑑 印鑑照合

◆会社名欄について

◇ご所有株式の会社名（銘柄名）をご確認、ご記入ください。

◆住所、氏名・法人名 記入欄について

◇お届出住所・氏名等をご記入ください。

【ご注意】
・振替先の口座名義と特別口座の名義が同一の場合にのみ、お取扱いが可能です。

・改姓名、商号変更等で名義が相違する場合は、併せて変更手続きが必要となり、

振替手続きは通常よりも日数を要しますので、ご了承ください。

・法人名義でご所有の場合は、法人名、代表者役職名、代表者名をご記入ください。

◆「２．振替先の口座明細」について

◇ご記入いただく項目がご不明な場合は、お取引の（口座を開設された）証券会社等へご確認のうえ、

正しくご記入ください。

◇機構加入者コード（7桁）、加入者口座コード（21桁）はすべて数字となります。

必ず数字でご記入ください。

◇「0028860」から始まるコードは、振替元である三菱UFJ信託銀行の特別口座のコードですので、

振替先として指定いただくことはできません。

◆証券会社等に口座を開設されていない場合は、お近くの証券会社等へご相談ください。

◇証券会社等での口座の開設お手続きが完了していない場合、振替手続きができない可能性があります。

詳細については振替先である証券会社等へご確認ください。

◆「１．振替株式数」について

◇お取引の証券会社等の一般口座に振替をする株式数をご記入ください。

・特別口座でご所有の株式数の範囲内でご記入ください。

※ 特別口座でご所有の株式全株の振替をご希望で、株式数がご不明な場合は 株式数欄に

「全株」とご記入ください。

・ご記入がない場合は、ご返却させていただきます。

１

２

◆特別口座のお届出印欄について

◇特別口座のお届出印をご押印ください。

◇お届出印紛失・実印でのお手続き

・ ご所有の株式数全株振替をご希望の場合

実印をご押印のうえ、印鑑登録証明書（発行後６ヶ月以内の原本）を添付ください。

・ご所有の株式数のうち一部の振替をご希望の場合

実印をご押印のうえ、印鑑登録証明書（発行後６ヶ月以内の原本）の他、お届出印の変更届が

必要となります。

※印鑑登録証明書に記載の内容がお届出内容と相違する場合は、別途お手続きが必要になります。
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